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宇都宮大学教育学部及び教育学研究科教務委員会内規 
 

                       制  定 平成５年５月19日 

                       一部改正 平成６年10月19日 

                         〃   平成７年３月15日 

                         〃   平成７年５月17日 

                         〃   平成10年３月10日 

                                              〃   平成10年９月24日 

                                              〃   平成11年５月31日 

                         〃   平成13年３月30日 

  〃   平成14年12月18日 

  〃   平成16年３月８日 

  〃   平成16年４月28日 

  〃   平成18年３月２日 

  〃   平成19年２月28日 

  〃   平成19年３月２日 

  〃   平成20年12月24日 

  〃   平成23年２月23日 

〃   平成24年１月25日 

〃   平成24年２月22日 

〃   平成26年３月20日 

〃   平成27年２月24日 

 

 （設置） 

第１条 宇都宮大学教育学部教授会内規第７条及び宇都宮大学大学院教育学研

究科委員会内規第６条の規定に基づき，教務の円滑な実施を図るため，教育

学部及び教育学研究科教務委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 （任務） 

第２条 委員会は，次の事項を審議し，併せて必要な実務を行う。 

 一 教育課程の編成に関すること。 

 二 授業時間割の編成に関すること。 

 三 定期試験並びに追試験及び再試験に関すること。 

 四 既修得単位の認定に関すること。 

 五 教員免許状に関すること。 

 六 科目等履修生及び研究生に関すること。 

 七 介護等体験に関すること。 

 八 博物館実習に関すること。 

 九 幼稚園教諭及び保育士の養成に関すること。 

 十 非常勤講師任用計画の調整に関すること。 

 十一 卒業及び修了に係る判定資料の作成に関すること。 
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 十二 現職教員等の研修に関すること。 

 十三 長期履修生に関すること。 

 十四 宇都宮大学教務委員会との連絡，調整に関すること。 

 十五 教育学部長又は教育学研究科長から付託された事項 

 十六 その他教務に関する事項 

 （組織及び運営） 

第３条 委員会は，次の委員をもって組織する。 

 一 人間発達系から選出された教員 １名 

 二 人文社会系から選出された教員 １名 

三 自然科学系から選出された教員 １名 

四 学芸系から選出された教員 １名 

五 総合人間形成から選出された教員 １名 

六 教育実践高度化専攻から選出された教員 １名 

七 その他教育学部長が指名した教員 ２名 

２ 委員は，教育学部長が委嘱する。 

３ 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じた場

合の補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 

第４条 委員会に，委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は，教育学部長が委員の中から指名する。 

３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるときは，その職務を代行

する。 

第５条 委員会は，委員の過半数の出席をもって成立する。 

２ 委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

３ 委員は，やむを得ない理由により出席できないときは，代理者を出席させ

ることができる。 

 （委員の兼務） 

第６条 委員長は，宇都宮大学教務委員会委員及び宇都宮大学基盤教育運営会

議委員となる。 

２ 副委員長は，宇都宮大学教務委員会委員となる。 



（宇都宮大学教育学部及び教育学研究科教務委員会内規） 

17-450.doc-3 

 （委員以外の者の出席） 

第７条 委員会は，必要に応じて委員以外の者の出席を求め，意見を聴くこと

ができる。 

 （専門委員会） 

第８条 委員会に，次の専門委員会を置き，委員その他教員をもって組織する。 

 一 教育学部介護等体験専門委員会 

 二 教育学部保育士養成専門委員会 

２ 前項に定めるもののほか，必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

３ 専門委員会に関し必要な事項は，委員会が別に定める。 

 （報告） 

第９条 委員会は，必要に応じて審議の結果を教授会又は研究科委員会に報告

し，承認を得るものとする。 

 （庶務） 

第10条 委員会に関する庶務は，教育学部事務部において処理する。 

   附  則 

１ この内規は，平成５年４月１日から施行する。 

２ この内規施行後, 最初に選出された第３条第１項の委員の任期は，同条第

２項の規定にかかわらず，１名は平成６年３月31日までとし，他の１名は平

成７年３月31日とする。 

   附  則 

 この内規は，平成６年10月19日から施行し，平成６年４月１日から適用する。 

   附 則 

１ この内規は，平成７年３月15日から施行する。 

２ この内規の施行の際,現に委員である第３条第１項の委員の任期は，同条第

２項の本文の規定にかかわらず，平成５年４月１日から委嘱された委員及び

その補欠委員については平成７年５月31日までとし，平成６年４月１日から

委嘱された委員及びその補欠委員については平成８年５月31日までとする。 

   附 則 

 この内規は，平成７年５月17日から施行する。 

   附 則 

 この内規は，平成10年４月１日から施行する。 

   附 則 
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  この内規は，平成10年10月１日から施行する。 

   附 則 

１ この内規は，平成11年６月１日から施行する。 

２ この内規施行後，最初に選出された第３条第１項の委員のうち８名の任期

は，同条第３項の規定にかかわらず，平成12年５月31日までとする。 

   附 則 

  この内規は，平成13年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この内規は，平成15年４月１日から施行する。 

２ この内規施行後，カリキュラム開発学教室から最初に選出された委員の任

期は，第３条第３項本文の規定にかかわらず，平成17年５月31日までとする。 

３ この内規施行後，附属教育実践総合センターから最初に選出された委員の

任期は，第３条第３項本文の規定にかかわらず，平成16年５月31日までとす

る。 

４ 宇都宮大学教育学研究科教務委員会内規（平成12年11月22日制定）は，廃

止する。 

   附 則 

 この内規は，平成16年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この内規は，平成16年４月28日から施行し，平成16年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この内規は，平成18年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この内規は，平成19年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この内規は，平成19年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この内規は，平成21年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この内規は，平成23年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この内規は，平成24年４月１日から施行する。 
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附 則 

  この内規は，平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この内規は，平成26年４月１日から施行する。 

２ 宇都宮大学教育学部博物館実習専門委員会細則（平成12年12月18日制定）

は，廃止する。 

附 則 

１ この内規は，平成27年４月１日から施行する。 

２ この内規施行後，最初に選出された第３条第１項各号の委員のうち，人文

社会系，学芸系及び総合人間形成から選出された委員及び教育学部長が指名

した委員のうち１名の任期は，第３条第３項本文の規定にかかわらず，平成

28年３月31日までとする。 


